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―１０― ―１0― ―５― 

◆ その他のお願い 

次に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、または使用を中止していただく   

場合があります 

・ 使用者が、許可を受けた目的以外に使用したり、許可に付された条件に違反したとき、

または使用の権利を譲渡や転貸したとき 

・ 使用者が、偽りその他不正な手段によって使用の許可を受けたとき 

・ 公益上または管理上特に必要があると認めたとき 

・ その他、中津川市の条例及び規則に違反したとき 

※ 虚偽、悪質な対応等があった場合は、以後の利用もお断りすることがあります 

 

・ 印刷物手配のタイミング 
ポスター、チラシ、入場券等を印刷（入場整理券等の配布を含む）する場合、

会場の使用許可書を受け取ってからの手配としてください 

・ 主催者問合せ先の掲載 
ポスター、チラシには、必ず主催者の問合せ先を掲載してください 
なお、当館では催物内容の細部に渡る説明が出来かねますので、文化会館の  

電話番号は掲載しないようにしてください 

・ 権利譲渡の禁止 
使用の権利を譲渡したり転貸することはできません 

 

ご利用に関しまして、どんなことでもお気軽にご相談ください 

◆ 使用許可の取り消し 


